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１ 

 

調  書 

(第Ｒ５－９号議案） 

提案基準１４「インターチェンジ周辺等における特定流通業務施設又は工場」 

（ 工場(金属製品製造業) ） 

申 請 者 

住 所 生駒郡斑鳩町幸前2丁目１０番６号 
建 築 工 事 

の 種 類 
新築 

氏 名 
東洋スクリーン工業株式会社 

代表取締役社長 廣濱 毅憲 
特 記 事 項 特になし 

開発行為の区域 

に含まれる地域 

の 名 称 

大和郡山市横田町575番の一部、576番1の一部、 

576番2、577番の一部、578番の一部、579番の 

一部、580番の一部、581番1、581番2の一部、 

582番の一部、583番の一部、584番1、584番2の 

一部、585番1、585番2の一部、586番1の一部 

周 囲 の 状 況 
郡山ICから約８００ｍの場所に位置し、 

周辺には変電所や工場などが立地している。 

調 査 意 見 

提案基準１４「インターチェンジ周辺等におけ

る特定流通業務施設又は工場」に照らして調

査したところ、申請地は西名阪自動車道郡山

インターチェンジからおおむね２ｋｍ以内に位

置していること、計画内容について大和郡山

市の土地利用計画、環境の保全、周辺の状況

等に照らし支障ないことを確認できることな

ど、同提案基準の各要件に適合することから、

支障ないと考えます。 

開発行為の区域 

の 面 積 
１４，７８７．１５㎡ 地 目 

田、雑種地、 

宅地 

建 築 物 の 用 途 工場(金属製品製造業) 

建 築 物 の 構 造 鉄骨造２階建 

建 築 面 積 ６，４９１．３１㎡ 延 べ 面 積 ８，８９１．９３㎡ 適 用 条 文 都市計画法第34条第14号 
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１０ 

審査基準比較表 （提案基準１４ 「インターチェンジ周辺等における特定流通業務施設又は工場」） 

審査基準項目 （関係部分のみ抜粋） 当該計画の状況 

２ 「工場」は、本県の経済活性化につながると認められる工場 
適 

本県の経済活性化につながると認められる工場です。 

（県企業立地推進課において確認） 

２(１) インターチェンジを活用して県外から仕入れる原材料又は県外

へ出荷する製品が、申請に係る工場において仕入れる原材料

又は出荷する製品の総量の原則として５０パーセントを超える

ものであって、原材料の仕入れ又は製品の出荷に際してインタ

ーチェンジを活用しなければならない合理性を有するもの。 

適 

工場で生産する製品について、県外へ９８％以上出荷するこ

とを既存工場の出荷実績により確認しており、インターチェ

ンジを活用しなければならない合理性を有するものである

と考えます。 

3(２) 西名阪自動車道の郡山インターチェンジからおおむね 2,０００

メートル以内の区域 
適 

申請地は西名阪自動車道の郡山インターチェンジからおお

むね800メートルに位置しています。 

５(１) 農業振興地域の農用地区域等（原則として含まないと定める

土地の区域内）でないこと 
適 

農業振興地域の農用地区域等（原則として含まないと定める

土地の区域内）ではありません。 

５(２) 当該市町村の土地利用計画、環境の保全、周辺の状況等に照

らし支障がないものであること。 
適 

大和郡山市長からの意見書により、大和郡山市の土地利用

計画、環境の保全、周辺の状況等に照らし支障ないことを確

認しています。 
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５(３) 当該施設への物資の搬出入に係る自動車の発着、通行又は当

該施設の稼動により周辺地域における交通の安全、機能又は

居住環境等に支障を及ぼすものでないこと。 

適 

周辺地域における交通の安全、機能又は居住環境等に支障

を及ぼすものでないことを確認しています。 

5(４) 当該施設の立地により生じる車両の通行等に支障のない幅員

（原則として６メートル以上の幅員）の道路に接し、かつ、当該

道路が申請地から当該インターチェンジ等に至るまでの区間

において確保されていること。 

適 

申請地は車両の通行等に支障のない幅員の道路に接し、か

つ、申請地から郡山インターチェンジに至るまでの区間にお

いて確保されています。 

６(１) 敷地計画については、必要な駐車スペースが確保され、かつ敷

地の外周部が適切に緑化されていること等周辺の環境に配慮

された良好なものであること。 

適 

必要な駐車スペースが確保され、かつ、敷地外周部が適切に

緑化されている等、周辺の環境に配慮された良好な計画で

あると考えます。 

６(２)ア 施設の配置、内容、規模等が適切であり、建蔽率が６０％以下、

容積率が２００％以下、高さが原則として１５ｍ以下であるこ

と。 

適 

・建蔽率 43.８９% ≦ 60% 

・容積率 ６０.１３% ≦ 200％ 

・最高高さ １０.６３５m ≦ 15m 

６(２)イ 環境の悪化の防止策が講じられていること。 

適 

以下のとおり環境悪化の防止策等を確認しています。 

・振動、臭気は発生なし 

・騒音は規制基準に適合するよう設備配置等の対応 

・粉塵は集塵機の設置により適切に対応 

・工場排水は規制基準に適合するよう中和処理等の対応 


